
平成２０年９月２４日 

（最近改正 平成２０年１１月２０日） 

 

大阪市住宅供給公社緊急補修工事等成績評定通知及び公表要領 

 

 

（目的） 

１．  本要領は、「緊急補修工事等成績評定要領」（平成２０年５月２８日制定）に

基づき作成された結果について、緊急補修業者等への通知及び公表に関する事

項を定める。 

 

（成績評定点等の通知及び公表） 

２．  住宅整備課長は、成績評定点又は総合成績評定点（以下「評定点等」という）

を定めた場合に別紙様式１又は２により、「大阪市住宅供給公社契約事務審査委

員会」（以下「委員会」という）に諮ったうえで、当該緊急補修業者等に対し速

やかに通知及び公表を行う。 

 

（通知の内容） 

３．  前２に定める通知及び公表の内容は、評定点等及び当該緊急補修業者が担当

する業種における成績順位とする。 

 

（説明請求） 

４．  前２及び３に定める通知を受けた緊急補修業者等は、通知を受けた日から起

算して１４日（期間の末日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法第１７８

号）に定める休日、１２月２９日から同月３１日、１月２日、１月３日、日曜

日、土曜日に当るときはその翌日）以内に書面により、理事長に対し評定点等

について説明を求めることができる。 

 

（説明請求に対する回答） 

５．  理事長は、前４に定める説明を求められた場合、速やかに別紙３により、委

員会に諮ったうえで回答する。 

 

（公表の方法） 

６．  公表は、「緊急補修工事等成績評定通知書」の写しの閲覧による公表とする。 

 

（公表の期間） 

７．  公表の期間は、公表より当該公表年度の翌年度末までとする。 

 

（附則） 

８． この要領は、平成２０年９月２４日以降に作成する評定点等について適用する。 


